
バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

一
九

◎
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
情
報
の
交
換
及
び
個
人
の
所
得
に
つ
い
て
の
課
税
権
の
配
分
に

　
関
す
る
日
本
国
政
府
と
バ
ハ
マ
国
政
府
と
の
間
の
協
定

　
（
略
称
）
バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

平
成
二
十
三
年
　
一
月
二
十
七
日
　
ナ
ッ
ソ
ー
で
署
名

平
成
二
十
三
年
　
六
月
　
十
五
日
　
国
会
承
認

平
成
二
十
三
年
　
七
月
二
十
六
日
　
承
認
の
閣
議
決
定

平
成
二
十
三
年
　
七
月
二
十
六
日
　
ナ
ッ
ソ
ー
で
承
認
を
通
知
す
る
外
交
上
の
公
文
の
交
換

平
成
二
十
三
年
　
七
月
二
十
九
日
　
公
布
及
び
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
条
約
第
一
○
号
及
び
外
務
省
告
示
第
二
六
○
号
）

平
成
二
十
三
年
　
八
月
二
十
五
日
　
効
力
発
生

　
　
　
目
　
　
　
次

　
　
前
　
　
　
文

　
第
　
一
　
章
　
総
則

　
　
第
　
一
　
条
　
一
般
的
定
義

　
第
　
二
　
章
　
情
報
の
交
換

　
　
第
　
二
　
条
　
目
的
及
び
適
用
範
囲

　
　
第
　
三
　
条
　
管
轄

　
　
第
　
四
　
条
　
対
象
と
な
る
租
税

　
　
第
　
五
　
条
　
要
請
に
基
づ
く
情
報
の
交
換

ペ
ー
ジ

二
一

二
一

二
一

二
四

二
四

二
四

二
四

二
五
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第
　
六
　
条
　
海
外
に
お
け
る
租
税
に
関
す
る
調
査

　
　
第
　
七
　
条
　
要
請
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

　
　
第
　
八
　
条
　
秘
密

　
　
第
　
九
　
条
　
費
用

　
第
　
三
　
章
　
課
税
権
の
配
分

　
　
第
　
十
　
条
　
対
象
と
な
る
者

　
　
第 

十
一 

条
　
対
象
と
な
る
租
税

　
　
第 

十
二 

条
　
居
住
者

　
　
第 

十
三 

条
　
退
職
年
金

　
　
第 

十
四 

条
　
政
府
職
員

　
　
第 

十
五 

条
　
学
生

　
第
　
四
　
章
　
特
別
規
定

　
　
第 

十
六 

条
　
相
互
協
議
手
続

　
第
　
五
　
章
　
最
終
規
定

　
　
第 

十
七 

条
　
見
出
し

　
　
第 

十
八 

条
　
効
力
発
生

　
　
第 

十
九 

条
　
終
了

　
　
末
　
　
　
文

二
七

二
八

二
九

二
九

二
九

二
九

二
九

三
〇

三
一

三
一

三
二

三
二

三
二

三
三

三
三

三
三

三
四

三
四
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バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

二
〇



バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

二
一

前
　
　
文

一
般
的
定

義



バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

二
二



バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

二
三



バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

二
四

目
的
及
び

適
用
範
囲

管
　
　
轄

対
象
と
な

る
租
税



バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

二
五

要
請
に
基

づ
く
情
報

の
交
換



バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

二
六



バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

二
七

海
外
に
お

け
る
租
税

に
関
す
る

調
査



バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

二
八

要
請
を
拒

否
す
る
こ

と
が
で
き

る
場
合



バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

二
九

秘
　
　
密

費
　
　
用

対
象
と
な

る
者

対
象
と
な

る
租
税



バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

三
〇

居

住

者



バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

三
一

退
職
年
金

政
府
職
員



バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

三
二

相
互
協
議

手
続

学
　
　
生



バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

三
三

見

出

し

効
力
発
生



バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

三
四

終
　
　
了

末
　
　
文



バ
ハ
マ
と
の
租
税
協
定

三
五

（
参
考
）

　
こ
の
協
定
は
、
バ
ハ
マ
と
の
間
で
、
国
際
的
な
脱
税
及
び
租
税
回
避
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
租
税
に
関
す
る
情
報
交

換
を
行
う
た
め
の
詳
細
な
枠
組
み
を
定
め
る
と
共
に
、
両
国
間
の
人
的
交
流
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
退
職
年
金
等
の
特

定
の
個
人
の
所
得
に
対
す
る
課
税
の
免
除
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。


